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研究成果の概要（和文）：アジア海域の外航船舶の通航権問題について、海洋法やアジア諸国に

おける執行体制、離島航路の現状と関連政策について現状と課題を整理した。さらに、ガバナ

ンスの視点から、海上交通に対するリスク、海賊行為、安全保障貿易管理、マラッカ・シンガ

ポール海峡を題材とした国際協力枠組みの形成過程を整理したほか、同海峡の封鎖がもたらす

影響についてシミュレーション及びリスク評価を行った。アウトリーチのため各年度には公開

シンポジウムを開催した。 
 
研究成果の概要（英文）：In order to explore key issues around the right of passage in Asia, 
the project reviewed the current issues regarding maritime laws and their implantation in 
Asian nations, as well as policy measures for sustaining ferry service to small islands.  In 
addition, risks to maritime transport, piracy, security control of foreign trades, and the 
development of international cooperative regime for the Malacca Singapore Strait are 
analyzed from the perspective of governance study.  The possible impact of M-S Strait 
closure was also simulated and evaluated.  For the outreach purposes, the project 
organized public symposium each year.  
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１．研究開始当初の背景 
 アジアの海上交通については、例えば定期
航路の物流量（コンテナ数）を見ると、中国、
インド等の新興国経済の伸長に伴い、アジア
と北米航路・欧州航路間及びアジア域内の荷
動きがこの１０年で約２倍強と急増し、世界
の輸送量に占めるアジア関連輸送のシェア

は約５割と活況を呈している。また、港湾別
のコンテナ取扱量も中国、シンガポール等、
アジアの港湾が上位を占めているなど、アジ
アの海上交通は世界経済の大動脈となって
いる。こうした海上交通の進展とともに、海
運も大きく変化している。 
 この海上交通ネットワークを構成するア
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ジアの海域については、全体が「半閉鎖海」
という地理的特徴を持ち、海域としては極め
て密接な連接性を持ちながら、沿岸国の管轄
権が複雑に入り組んでいる。アジアの海上交
通は極めて脆弱な海域を舞台に辛うじて維
持されているのであり、例えばマラッカ・シ
ンガポール海峡が封鎖されると、代替海峡で
は航行距離の増加により、運賃上昇や輸送の
遅延が見込まれるだけでなく、分離通航方式
もとられていないことから、交通量が受け入
れ可能かという問題もある。 
 アジアの海域において、こうした諸課題に
適切に対応するためには、沿岸各国が海域を
一体のものとして捉えた総合的な海洋管理
に向けて政策的に協調することにより、海域
のガバナンスを向上させることが必要であ
る。また、1982 年の海洋法条約（UNCLOS）は、
広大な海域について沿岸国の権益を承認す
るとともに、特に海洋汚染については、IMO
により策定された一般的国際基準の適合性
確保の枠組みを創設した。 
 海洋環境の保護について、さまざまな条約
が締結されており、日本でも国内法化され、
その履行が担保されている一方、世界的には、
便宜置籍国化が進み、旗国が有効なコントロ
ールを及ぼしておらず、サブスタンダード船
の問題が生じている。このため、旗国に条約
を適切に履行させるとともに、船主・運航者
等が船舶の航行に当たり、各種基準遵守のイ
ンセンティブを高めさせることが重要であ
る。 
 また、アジア域内の枠組みとして、地域的
な協定や連携・ネットワークにより、海洋環
境の保護、航行の安全、海賊・テロ等のセキ
ュリティや貿易管理への対応が取り組まれ
ている。しかし、さまざまな取り組みが複層
的に行われているが、完全なものとはなって
いない。 
 
 
２．研究の目的 
 本研究では、上記のアジアの海上交通を巡
る状況を踏まえ、従来からの研究に加え、具
体的事例を前提にアジアの海上交通から派
生する多様な論点を一体的に捉え、また、各
国・利害関係者等の分析を通じて、海洋の総
合的管理の観点から、多元的かつ重層的なア
ジアの海上交通ネットワークに係るガバナ
ンスの向上策を考察することを目的に実施
した。 
 
 
３．研究の方法 
(1) 研究テーマ１：外航船舶の通航権問題に
関する国際法の視点から見た検討 
 アジア海域に特有の外航船舶の通航権問
題について、国連海洋法条約や IMO の規制、

環アジア海諸国の国内法制度や海上におけ
る執行体制の現状について検討した。具体的
には、国際海峡の通航レジーム、海賊抑止を
含む海上安全保障、放射性物質・危険物積載
船舶の通航、海洋構築物周辺と安全水域規制、
海洋保護区の通航制度、外来生物種・生物多
様性と船舶の構造規制などの問題を取り上
げて、国際法的および比較法的に検討する。
方法としては、海洋法条約、IMO 等における
通航権関連の規定及び解釈適用に加え、それ
がまた海上交通、海洋汚染、海底開発等とど
のように関連付けられているか文献学的調
査を行う。アジア海域における安定的な海上
交通ネットワークを構築するために、各国海
事行政に関する政策と法執行の枠組を点検
し、それらを国際間で調整する可能性を模索
する。具体的には、入港規制、PSC、放置座
礁船、漂着ごみ、日本籍船・日本船員問題、
沿岸域環境保全等の問題を取り上げるとと
もに、環アジア海域のネットワーク形成にお
いて各国間で調整を要する問題を、海上交通
の効率性、沿岸諸国の経済発展、海洋環境保
全といった観点を含めて検討する。これらは、
研究分担者である交告、長谷が担当する。方
法としては、先行研究および各国の法制の調
査を実施する。 
 
(2) 研究テーマ２：海上交通ネットワークの
ガバナンス形成過程の体系化 
 近年の海上交通ネットワークに係るガバ
ナンスの形成過程について、その特徴を整理
する。また、アジア海上交通ネットワークに
関する取り組みが、多国間又は地域的な枠組
みにより重層的に行われているとともに、旗
国、沿岸国、自治体等の行政や船主、運航事
業者、漁業者、荷主など海洋に関わるステー
クホルダーが多数関与しているという背景
を踏まえ、交渉の主なステークホルダーを抽
出し、それぞれの利害関心について調査する
ほか、合意形成の文脈となった関連制度や歴
史的経緯を明らかにする。近年のアジア海上
交通ネットワークに係るガバナンスの形成
過程について、航行安全及び環境保全措置の
ためのマラッカ・シンガポール海峡通航制度
の形成における海峡沿岸国、海峡利用国、IMO、
海峡利用者間での交渉などを題材に、その特
徴を整理する。その際には、国際ガバナンス
における民間主体・組織の役割と各国内法制
の関係にも焦点を当てる。方法としては、ア
ジア各国の交渉担当者、IMO 事務局等のステ
ークホルダーに対する聞き取り調査や文献
調査を用いる。 
 
(3) 研究テーマ３：マラッカ・シンガポール
海峡封鎖シナリオの検討 
 マラッカ・シンガポール海峡について、同
海峡が事故その他により封鎖された場合の



 

 

アジア経済へのインパクトやアジア海域に
おける代替航路による場合の経済効果など
についてのシミュレーション及びリスク評
価を行う。アジア海上交通ネットワークの現
状（日本国内、北米間、欧州間及び域内）や
経済状況等を整理する。具体的には、各国経
済・輸送統計、港湾統計、船舶統計等基礎統
計のほか、アジアの今後の動向を詳細に分析
するため、ロイズリストなど海事専門紙も含
めた新聞記事、雑誌、論文、政府報告書等を
網羅的に収集整理する。その際には、過去の
海運・造船不況における対応を踏まえつつ、
近年のアジア関連輸送の伸び及びそれを受
けた大幅な船舶建造増等海事業界の状況を
俯瞰し、そこに荷主、陸上輸送の観点も含め、
整理を行い、アジアにおける海上交通の流動
動向を把握する。また、現地海域調査及び海
運・航行管理の関係者に対する聞き取り調査
を通じて、南シナ海周辺海域における代替航
路・ハブ港の地理的状況・航行安全上の問題
点の把握を行う。 
 また、東日本大震災後の福島第一原子力発
電所事故による放射性物質放出がアジアの
海上交通に及ぼした影響を、１１のステーク
ホルダーに対する聞き取り調査などにより
把握した。 
 
 
４．研究成果 
 第１に、アジア海域に特有の外航船舶の通
航権問題について、海洋法やアジア諸国にお
ける執行体制の現状に関する検討を継続し、
特に特別敏感海域（PSSA）の設定と航行の関
係についてとりまとめた。またアジア海域に
おける安定的な海上交通ネットワークの一
環として、離島航路の現状と関連政策につい
て現状と課題を整理した。 
 第２に、ガバナンスの視点から、アジアの
海上交通ガバナンス構築の要件となる、アジ
アの海上交通に対するリスクを俯瞰した上
で、特に海賊行為についてその本質的原因に
ついて整理したほか、安全保障貿易管理の観
点から海上輸送に係るガガバナンスの要件
について事例に基づき検討を行い、とりまと
めた。また、マラッカ・シンガポール海峡を
題材に、海上交通安全および環境保全のため
の国際協力枠組みの形成過程を整理し、とり
まとめた。 
 第３に、マラッカ・シンガポール海峡につ
いて、同海峡が事故等により封鎖されたシナ
リオ等を想定し、それらのシミュレーション
及びリスク評価を行い、分析結果のとりまと
めを行った。また、福島第一原子力発電所か
らの放射性物質の漏出が日本国内の港湾活
動および国際海上交通に与えた影響を、聞き
取り調査などを通じて把握し、とりまとめを
行った。 

 これらの研究のとりまとめ主な内容は以
下の通りである。 
 アジアの海上交通に対するリスクについ
ては、気候・自然災害、航行の困難な海域、
船舶に対する攻撃、環境規制、船舶の運航に
伴うリスク、運航に係る法規制リスク、海事
産業に内在するリスクの７類型を整理し、そ
れぞれの具体的内容をとりまとめた。 
その中でも特に、海賊行為については、グリ
フィス大学のカロリン・リス（リサーチフェ
ロー）の協力を得て、海賊行為の定義に係る
問題を指摘した上で、東アジアおよびアデン
湾における海賊行為の動向を整理し、その原
因として、漁業の違法操業、海事規則および
規制の不備、組織犯罪のほか、テロ活動など
の動向を概観し、海賊行為を成立させている
根本的原因への対処が必要であることを指
摘した。 
 東アジア海上交通と安全保障貿易管理と
しては、最近の事例に触れた上で、地域にお
ける国際組織による管理のほか、二国間協力
など個別の地域や国による取り組みを整理
した。その結果、安全保障貿易管理に資する
ガバナンス構築のためには、軍事的安全保障
のみに焦点を当てるのではなく、民間企業の
活動やエネルギー安全保障など、他の公共政
策の課題とのトレードオフについて注意す
る必要性を指摘した。 
 特別敏感海域（Particularly Sensitive 
Sea Area: PSSA）については、世界各地にお
ける指定状況を概観した後、船舶起因汚染に
係る法制度として、一般的かつグローバルな
義務、特定海域における排出制限、PSSA お
よび UNCLOS Art. 211(6)の３層に整理し、
PSSA の指定手続、関連保護措置のレビューを
踏まえ、PSSA 概念は、新たな規制概念とは考
えにくく、むしろ、既存の国際法秩序を害す
ることなく、海洋環境保全という目的を表現
できる、ケースバイケースの規制を可能とす
るバッファとしての役割を果たすものと考
えられることを指摘した。 
 マラッカ・シンガポール海峡のガバナンス
の形成過程については、1960 年代からの非公
式ガバナンスの形成過程について、特に日本
の役割に着目しながら整理したうえで、2000
年代以降、IMO を巻き込むことで公式のガバ
ナンスメカニズムとして確立させるまでの
過程についてさらなる整理を行った。整理の
結果、日本財団などの非政府組織が合意形成
で果たした役割の大きさ、フレーミングによ
り関心を高める重要性、海運団体などステー
クホルダーの巻き込みの必要性が明らかに
なった。 
 離島航路の現状と政策については、離島航
路に関連する国内法制度について整理した
後、利用者数などの現状をレビューし、諸外
国における離島航路政策を参照したうえで、



 

 

離島航路の将来像として、地方自治体による
支援の可能性や交通基本法案との連携など
を検討した。 
 マラッカ･シンガポール海峡のシナリオに
もとづく影響分析については、同海峡の封鎖、
シンガポール港の機能停止、世界各地におけ
る積荷・荷卸に必要とされる時間の増加とい
う３つのシナリオを聞き取り調査等をもと
に描き、それぞれの影響を GTAP モデル等を
用いて検討した。検討の結果、海峡の封鎖は
シンガポールよりもマレーシアやタイへよ
り大きな経済影響をもたらし、中国等の港湾
ではトランシップ需要が逆に増加すること
が明らかになった。また、シンガポール港の
閉鎖はシンガポール経済に非常に大きいダ
メージを与えることが明らかになった。 
 福島第一原子力発電所事故による放射性
物質が日本の海運および港湾の活動に及ぼ
した影響については、海上交通に対して、地
震･津波による物理的な損傷以外に、放射性
物質の放出による抜港や入港拒否など、大き
な影響を与えた。その要因は、各ステークホ
ルダーのリスク認識増加によるものであり、
このような認識に対して、放射能検査など適
切な対策がとられたため、小さな影響にとど
まったと考えられるが、改善の余地はあると
考えられる。 
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